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１．企業版ふるさと納税について

２．企業版ふるさと納税(人材派遣型)について



地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、

法人関係税を税額控除する優遇措置（令和２年度から令和６年度までの特例措置）

制度のポイント
○ 企業が寄附しやすいよう、

・損金算入による軽減効果に税額控除による軽減効果を上乗せ

・寄附額の下限は10万円と低めに設定

○ 寄附企業への経済的な見返りは禁止

○ 寄附額は事業費の範囲内とすることが必要
※ 不交付団体である東京都、不交付団体で三大都市圏の既成市街地等

に所在する市区町村は対象外。
※ 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外。

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。

☑ 税額控除の割合を改正前の２倍に引上げ、税の軽減効果を最大約９割（改正前約６割）に

☑ 地方版総合戦略の抜粋・転記による地域再生計画の申請・認定を可能に

☑ 地方創生関係交付金や地方財政措置を伴わない補助金・交付金に加え、併用可能な国の補助金・交付金の

範囲を拡大

☑ 地域再生計画の認定後、「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附の受領を可能に

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。
（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

～R1
（税額控除
最大３割）

R2～
（税額控除
最大３割）

寄附額

損金算入
約３割

通常の寄附

企業
負担

(約１割)

〇 以下の見直しを行った上、適用期限を５年間延長（令和６年度まで）する。

令和２年度税制改正のポイント

地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、企業版ふ

るさと納税について、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等、大幅な見直しを実施。

【税額控除割合の引上げ（イメージ）】
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企業版ふるさと納税の概要



≪寄附額の分布≫

事業分野

H28年度 H29年度 H30年度 R１年度 合計

寄附件数
寄附額
（百万円）

寄附件数
寄附額
（百万円）

寄附件数
寄附額
（百万円）

寄附件数
寄附額
（百万円）

寄附件数
寄附額
（百万円）

しごと創生 371件 536 989件 1,935 1,063件 2,456 1,017件 2,178 3,440件 7,105

地方への人の流れ 63件 41 152件 192 161件 568 155件 559 531件 1,360

働き方改革 42件 59 56件 113 58件 105 61件 254 217件 530

まちづくり 41件 111 57件 115 77件 346 94件 390 269件 962

合 計 517件 747 1,254件 2,355 1,359件 3,475 1,327件 3,380※ 4,457件 9,957

83％

区 分
H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 合計

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

1,000万円以上 23件 4％ 50件 4％ 71件 5％ 59件 4％ 203件 5％

500万円以上～1,000万円未満 15件 3％ 37件 3％ 41件 3％ 51件 4％ 144件 3％

100万円以上～500万円未満 137件 26％ 309件 25％ 351件 26％ 347件 26％ 1,144件 26％

うち100万円 94件 18％ 195件 16％ 223件 16％ 220件 17％ 732件 16％

50万円以上～100万円未満 78件 15％ 151件 12％ 163件 12％ 155件 12％ 547件 12％

10万円以上～50万円未満 264件 51％ 707件 56％ 733件 54％ 715件 54％ 2,419件 54％

合 計 517件 100％ 1,254件 100％ 1,359件 100％ 1,327件 100％ 4,457件 100％

平成28年度～令和元年度寄附実績
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※活用自治体数 293



＜税制改正前＞ ＜税制改正後＞

認定団体数の推移

（214団体）

（120団体）

（66団体）

428団体

722団体

H28 H29 H30 R1

214団体

334団体

400団体
（28団体）

○認定団体数は945団体に増加し、道府県及び市町村全体の５割を超える

945団体223団体増加

11月6日認定後R2年8月時点

※年度末時点で認定を受けている団体数

（R2年3月,7月,8月認定分の合計）

（54.4％）
道府県：46道府県

（100％）
市町村：899市町村

（53.1％）
（41.5％）
道府県：46道府県

（100％）
市町村：676市町村

（40％）

○令和２年11月6日に企業版ふるさと納税に係る地域再生計画を認定
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認定団体数の推移（令和２年度第３回認定後）

※令和２年度第４回認定を令和３年１月19日から22日まで受付



（注１）市町村数は、制度の対象外となる市町村を除いたもの

都道府県別の認定状況（令和２年度第３回認定後）

区分

認定団体数
市町
村数
（注1）

認定
市町村
割合
（B）

（A）
の
順位

（B）
の
順位

区分

認定団体数
市町
村数
（注1）

認定
市町村
割合
（B）

（A）
の
順位

（B）
の
順位道府県 市町村

（A）
R2第3回
認定分

道府県 市町村
（A）

R2第3回
認定分

北海道 １ 90 （+20） 179 50.3% 1 28 滋賀県 1 10 （＋２） 19 52.6% 40 23
青森県 １ 37 ０ 40 92.5% ４ ４ 京都府 1 19 ０ 26 73.1% 18 ９
岩手県 １ 19 （+８） 33 57.6% 18 17 大阪府 1 11 （＋３） 43 25.6% 36 46
宮城県 １ 18 ０ 35 51.4% 22 27 兵庫県 1 25 （＋２） 41 61.0% ７ 14
秋田県 １ 9 （+１） 25 36.0% 45 43 奈良県 1 38 （＋23） 39 97.4% ２ ２
山形県 １ 11 （+２） 35 31.4% 36 45 和歌山県 １ 16 （+７） 30 53.3% 26 21
福島県 １ 23 （+４） 59 39.0% 10 40 鳥取県 1 10 （＋３） 19 52.6% 40 23
茨城県 1 19 （+３） 43 44.2% 18 36 島根県 1 10 （＋１） 19 52.6% 40 23
栃木県 1 11 （+５） 25 44.0% 36 37 岡山県 1 22 （＋４） 27 81.5% 11 ７
群馬県 １ 17 （＋1） 35 48.6% 24 33 広島県 1 13 （＋２） 23 56.5% 31 18
埼玉県 １ 21 （+７） 59 35.6% 12 44 山口県 1 15 （+６） 19 78.9% 29 ８
千葉県 １ 20 （+３） 51 39.2% 16 39 徳島県 1 12 （+６） 24 50.0% 33 29
東京都 - 3 0 29 10.3% 47 47 香川県 1 12 （+４） 17 70.6% 33 10
神奈川県 １ 10 （＋2） 25 40.0% 40 38 愛媛県 1 12 （+７） 20 60.0% 33 15
新潟県 １ 25 （+１） 30 83.3% ７ ６ 高知県 1 19 （+６） 34 55.9% 18 19
富山県 １ 10 （+１） 15 66.7% 40 11 福岡県 1 27 （+７） 60 45.0% ５ 35
石川県 １ 18 （+11） 19 94.7% 22 ３ 佐賀県 1 20 （+10） 20 100% 16 １
福井県 １ ８ （+２） 17 47.1% 46 34 長崎県 1 11 （+３） 21 52.4% 36 26
山梨県 １ 17 （＋10） 27 63.0% 24 12 熊本県 1 24 （＋７） 45 53.3% ９ 21
長野県 １ 38 （＋６） 77 49.4% ２ 31 大分県 1 16 ０ 18 88.9% 26 ５
岐阜県 １ 26 （+７） 42 61.9% 6 13 宮崎県 1 13 （＋３） 26 50.0% 31 29
静岡県 １ 21 （+７） 35 60.0% 12 15 鹿児島県 1 21 （＋１） 43 48.8% 12 32
愛知県 １ 21 （+５） 54 38.9% 12 41 沖縄県 １ 15 （＋６） 41 36.6% 29 42
三重県 １ 16 （+４） 29 55.2% 26 20 合計 46 899 +223 1692 53.1% － －
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経済団体のほか、金融庁や農水省など他省庁が所管する関係業界団体、個別企業に対し、税制改正を含む
制度概要や特徴的な寄附事例等の周知を行っているところである。各地方公共団体において、企業に寄附を
依頼するにあたり、参考としていただきたい

○経済団体への周知
日本商工会議所 (10/ 8）
経済団体連合会（10/ 9）
経済同友会 （10/20) 

○業界紙等への記事掲載
医理産業新聞（10/ 1）
電波タイムズ（11/ 2）
Good Way (11/25）※金融&IT業界の情報サイト

○その他、複数の個別企業への説明

「企業版ふるさと納税ポータルサイト」を改修し、各地方公共団体の寄附募集事業を掲載するとと
もに、掲載した事業の検索機能を追加予定

○各地方公共団体から提出があった寄附募集事業の掲載（1月） ○検索機能の追加（3月末）
※定期的に掲載事業を募集（要望に応じて随時掲載も可）

○業界団体への周知
日本製薬団体連合会 ( 9/ 8・厚労省・製薬企業(第一三共㈱、エーザイ㈱ 等)）
日本衛生材料工業連合会 （ 9/17・厚労省・マスク製造等企業(花王㈱、ニチバン㈱ 等)）
食品産業センター (10/ 7・農水省・食品関連企業(味の素㈱、カルビー㈱ 等))
不動産協会 （10/16・国交省・(住友不動産㈱、三井不動産㈱ 等)）
情報通信ネットワーク産業協会（10/21・総務省・情報通信関連企業(富士通㈱、ソフトバンク㈱ 等)）
定期航空協会 （10/30・国交省・(日本航空㈱、全日本空輸㈱ 等)）
日本機械工業連合会 (11/ 4・経産省・機械関連企業(三菱重工業㈱、㈱東芝 等)）

企業版ふるさと納税活用促進に向けた国における取組
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課 題
〇 ＳＤＧｓ関連事業に取り組む企業が企業版ふるさと納税を活用するメリットの周知。
〇 ＳＤＧｓ関連事業を通じた地方公共団体と企業とのマッチングの機会の創出。

■ SDGｓの17の目標のうち「11 住み続けられるまちづくりを」は、地方創生に深く関連。

■ 地方公共団体における地方創生の取組の多くは、持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成にも寄与。

■ 特に、企業版ふるさと納税の活用事例は、「17 パートナーシップで目標を達成しよう」に通じるもの。

○ 内閣府では、我が国におけるSDGsの国内実施を促進し、より一層の地方創生につなげることを目的に、
官民連携の場として、2018年８月31日に「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を設置。

○ 会員数：3,861団体（2020年11月末時点）
〔 都道府県及び市区町村：825団体 ／ 関係府省庁：13団体 ／ 民間団体等：3,023団体 〕

○ 会員からのテーマ提案に基づき分科会を設置（2020年11月末時点：45分科会） 。

○ 2019年度開催実績

2019年 8月開催 自治体6団体、企業11団体

2019年11月開催 自治体33団体、企業27団体 合計 自治体76団体、企業77団体

2020年 2月開催 自治体37団体、企業39団体

○ 2020年度開催予定

第1回： ８月 26日（WEB開催） 自治体72団体、企業35団体

第2回：10月 １日（WEB開催） 自治体147団体

第3回：10月 29日（WEB開催） 自治体43団体、企業31団体

第4回：12月 ９日（WEB開催） 自治体62団体、企業33団体

第5回： １月 22日（WEB開催）予定

第6回： ２月 25日（WEB開催）予定

企業版ふるさと納税 分科会（企業100団体、地方公共団体249団体※R2.12時点）
0

350

R1年6月 R2年6月 R2年12月

分科会会員数の推移

地方公共団体 企業

349

10063

企業版ふるさと納税活用促進に向けた国における取組
ー地方創生SDGｓの推進についてー

・自治体向けのセミナー（企業への効果的なプレゼンテーションや個別面談時の対話
の手法等）、模擬プレゼンを実施

・メインテーマを設定（①スポーツ・文化の振興、②脱炭素社会の実現）
※今治市の取組発表に岡田武史氏が登壇予定

・企業からのプレゼンテーションを実施
・企業版ふるさと納税（人材派遣型）のプレゼンテーション及び個別面談を実施

・企業版ふるさと納税（人材派遣型）についての説明を実施
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業種別でみた寄附企業の動向

○ １億円以上の寄附をした企業を除く寄附企業の業種では、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、

卸売業・小売業の寄附が増加しており、既に前年度の寄附実績を上回っている

① 寄附額の大きい業種（１億円以上の寄附をした企業を除く）

１ 製造業（寄附額：603百万円、寄附企業数：295社） １
寄附額：〔R1〕670百万円、〔R2上半期〕363百万円
寄附企業数：〔R1〕283社、〔R2上半期〕127社

２ 建設業（寄附額：287百万円、寄附企業数：194社） ２
寄附額：〔R1〕245百万円、〔R2上半期〕354百万円
寄附企業数：〔R1〕209社、〔R2上半期〕105社

３ 金融業、保険業（寄附額：194百万円、寄附企業数：64社） ３
寄附額：〔R1〕236百万円、〔R2上半期〕294百万円
寄附企業数：〔R1〕162社、〔R2上半期〕81社

H30年度 R1年度、R2年度上半期（申し出のみを含む）

② 令和２年度上半期寄附実績額（申し出のみを含む）が前年度の寄附実績額を上回っている業種（１億円以上の寄附をした企業を除く）

建設業 卸売業、小売業 情報通信業 電気・ガス・熱供給・水道業

8

製造業

建設業

卸売業、小売業

令和2年12月2日
第４回 企業版ふるさと納税
推進リーダー研修会資料



業種毎の寄附事業の傾向

○ 新型コロナウイルス感染症の流行により、新型コロナ対策事業に対して寄附を行う企業が増えている一方で、

観光業の振興に係る事業に寄附を行う企業が減少している

○ 建設業、情報通信業では、若者等の育成・確保に係る事業に寄附を行う傾向がある

① 寄附額の大きさでみた寄附活用事業（１億円以上の寄附を除く）

１ 観光業の振興 １ 観光業の振興 １ 地域社会を担う若者等の育成・確保

２ 移住・定住促進 ２ 移住・定住の促進 ２ 新型コロナ対策事業

３ 地域社会を担う若者等の育成・確保 ３ 地域社会を担う若者等の育成・確保 ３ 地域産業の振興

４ 地域産業の振興 ４ 少子化対策 ４ まちづくり（コンパクトシティ等）

５ 農林水産業の振興 ５ 農林水産業の振興 ５ 災害対応

H30年度 R1年度 R2年度上半期（申し出のみを含む）

② 代表的な業種の寄附先事業の傾向（令和２年度上半期（申し出のみを含む））（１億円以上の寄附を除く）

寄附企業の業種例 最も寄附額が大きい寄附活用事業 ２番目に寄附額が大きい寄附活用事業

建設業 地域社会を担う若者等の育成・確保 地域産業の振興

卸売業、小売業 新型コロナ対策事業 地域社会を担う若者等の育成・確保

情報通信業 地域社会を担う若者等の育成・確保 新型コロナ対策事業

電気・ガス・熱供給・水道業 地域産業の振興 まちづくり（コンパクトシティ等）

・令和２年度上半期実績額（申し出のみを含む）が、前年度の寄附実績額を上回っている業種（Ｐ．４の②）
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令和2年12月2日
第４回 企業版ふるさと納税
推進リーダー研修会資料



寄附件数が多い地方公共団体の企業へのアプローチ方法

○ コロナ禍において、以下の方法により企業へのアプローチを行い、令和２年度上半期に多くの寄附を集めた地

方公共団体の例がみられるところ。

・ 税額控除割合が引き上げられたことにより、企業の注目が高まったことから、新たに幅広く企業向けに

チラシやダイレクトメールを送付し、興味を示した企業に対し個別説明を実施

・ 新型コロナ禍の影響により、継続して寄附を受けている企業に対し、電話等で寄附を呼びかけ

・ 企業の関心の高い事業に対し寄附を受け付けていることをホームページにて公表

◯幅広く企業向けにチラシやダイレクトメールを送付した地方公共団体の例

北海道八雲町
・個別事業毎にＰＲ用のチラシを作成し、関連企業（経営者が町出身者の企業等）に送付。
関心を示した企業に対し、町長のトップセールスを実施

・計33社の企業より、寄附（申し出のみを含む）を受ける

鹿児島県薩摩川内市
・企業にダイレクトメールや手紙を送付。関心を示した企業に職員が寄附の呼びかけを実施
・計11社の企業より、寄附（申し出のみを含む）を受ける

◯関心の高い事業に対し寄附を受け付けていることをホームページにて公表した地方公共団体の例

大阪府
・新型コロナウイルス感染症に係る事業等に寄附を募集。ＰＲ資料を府のホームページに掲載
・計17社の企業より、寄附（申し出のみを含む）を受ける

熊本県
・令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興分野に寄附を募集。豪雨による被害に対して関心が高まっていたことか
ら、県ホームページ上で寄附を募集している旨を広報

・計16社の企業より、寄附（申し出のみを含む）を受ける

兵庫県たつの市
・市内立地企業や継続して寄附を行う企業等に対し、トップセールスや企業版ふるさと納税担当者が、電話等で
寄附の呼びかけを実施

・前年度から継続して寄附を行う企業も含め、計21社の企業より、寄附（申し出のみを含む）を受ける

◯幅広く企業へ寄附を呼びかけるとともに、継続して寄附を受けている企業に対し電話等で寄附を呼びかけた地方公共団体の例
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寄附募集事業を一覧化したチラシの例（富山県）
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プロジェクトごとに作成したチラシの例（北海道八雲町）

12

令和2年12月2日
第４回 企業版ふるさと納税
推進リーダー研修会資料



都道府県における市町村事業の広報

○ 北海道では、道が抱える様々な課題を解決するため、道にゆかりや思いのある個人や企業・団体のネットワー

クとして、令和元年９月に「ほっかいどう応援団会議」を発足

○ 道内市町村の寄附活用事業をホームページに掲載するとともに、冊子（プロジェクト集）を作成し「ほっかいどう

応援団会議」参加企業へ配付

○ 都道府県においても市町村と連携したＰＲに取り組んでいただきたい

○ ほっかいどう応援団会議ホームページ（R1.9月作成、順次更新）

選択すると
事業概要が表示

○ 冊子（プロジェクト集）（R2.10月作成）
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１．企業版ふるさと納税について

２．企業版ふるさと納税(人材派遣型)について



① 人 件 費 を 含 む 事 業 費 へ の
企業版ふるさと納税に係る寄附

地方公共団体 企業
企業が所在する地方公共団体
(法人住民税・法人事業税)

③税額控除

②人材の派遣

プロジェクトの実施を支援

企業版ふるさと納税の仕組みを活用して、専門的知識・ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体等への

派遣を促進することを通じて、地方創生のより一層の充実・強化を図る

企業版ふるさと納税（人材派遣型）

地方公共団体のメリット 企業のメリット
○ 専門的知識・ノウハウを有する人材が、寄附活用事業・プロジェ

クトに従事することで、地方創生の取組をより一層充実・強化する

ことができる

○ 実質的に人件費を負担することなく、人材を受け入れることが

できる

○ 関係人口の創出・拡大も期待できる

○ 派遣した人材の人件費相当額を含む事業費への寄附により、

当該経費の最大約９割に相当する税の軽減を受けることができる

○ 寄附による金銭的な支援のみならず、事業の企画・実施に派遣

人材が参画し、企業のノウハウの活用による地域貢献がしやすく

なる

○ 人材育成の機会として活用することができる

○ 企業版ふるさと納税（人材派遣型）の基本スキーム

企業版ふるさと納税（人材派遣型）とは、企業から企業版ふるさと納税に係る寄附があった年度に、当該企業の人材が、寄附活用事業に従事する地方

公共団体の職員として任用される場合のほか、地域活性化事業を行う団体等であって、寄附活用事業に関与するものにおいて採用される場合をいう

○ 活用にあたっての留意事項

・ 地方公共団体は寄附企業の人材を受け入れること及び当該人材の受入期間を対外的に明らかにすることにより透明性を確保

・ 寄附企業への経済的利益供与の禁止や、地域再生計画に記載する効果検証の実施に留意 など

(例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減

（参考）企業版ふるさと納税

国(法人税)

令和２年10月13日創設
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